
個人情報ファイル簿（単票）  

個人情報ファイルの名称  児童手当システム  

実施機関の名称  市長  

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる部課等の名称  

こども未来部こども政策課  

個人情報ファイルの利用目的  児童手当・特例給付の支給及び管理を行うた

め利用する。  

個人情報ファイルの記録項目  1.受給者番号、 2.受給者氏名、 3.生年月日、

4.性別、 5.住所、 6.連絡先、 7.国籍、 8.在留

資格、9.勤務先、10.年金種別、11.個人番号、

12.所得、 13.配偶者の氏名、 14.配偶者職業、

15.配偶者の所得、16.請求年月日、17.認定年

月日、18.支給開始月、19.支給区分、20.消滅

年月日、21.消滅理由、22.判定区分、23.判定

理由、24.判定日、25.転出先住所、26.児童氏

名、27.児童生年月日、28.続柄、29.同居別居

の別、30.監護の有無、31.生計関係、32.該当

年度、33.振込先金融機関、34.口座番号、35.

口座名義人、 36.支給情報  

個人情報ファイルに記録される個

人の範囲  

1.児童手当受給者及び配偶者  

2.児童手当支給算定児童  

個人情報ファイルに記録される個

人情報の収集方法  

1.本人及び配偶者の申請  

2.実施機関内の他部署（市民課、課税課、国

保年金課、社会福祉課）  

3.行政機関（地方公共団体、日本年金機構） 

要配慮個人情報の有無  ☑有   □無  

記録される個人情報を実施機関以

外の者に経常的に提供する場合に

は、その提供先  

行政機関（地方公共団体）  

開示請求等を受理する部課等の名

称及び所在地  

名称：こども未来部こども政策課  

所在地：〒 300-8686 土浦市大和町 9 番 1 号  



 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続の有無  

□有   ☑無  

 

個人情報ファイルの種別  ☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル）  

□法第６０条第

２項第２号（手

作業処理ファイ

ル）  

利用目的及び記録される個

人の範囲が個人情報ファイ

ルの利用目的及び記録され

る個人の範囲の範囲内であ

る手作業処理ファイルの有

無   ☑有  □無  

備考   

該当法令及びその内容  


